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2026 年２月 26 日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 ひ ら ま つ 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 三 須 和 泰 

（ コ ー ド 番 号 2 7 6 4   東 証 ス タ ン ダ ー ド ） 

問 合 せ 先 執行役員 経営管理本部長 服 部 亮 人 

（ T E L ： 0 3  -  5 7 9 3  - 8 8 1 8 ）

第 45期記念特別株主優待の追加実施に関するお知らせ 

当社は、本日開催の取締役会において、第 45期を迎える節目にあたり、株主の皆様の日頃のご支援に感謝

の意を表するとともに、長期保有株主様への還元の充実を図ることを目的として、第 45期記念特別株主優待

を実施することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１．第 45期記念特別株主優待の概要 

（１）対象となる株主様 

2026年３月 31日時点の当社株主名簿に記載または記録された株主様を対象といたします。 

（２）贈呈内容 

対象株主様のうち、以下の条件に応じて、当社レストランにてご利用いただける電子優待券を贈呈

いたします。 

①5,000 株以上保有の株主様

5,000円分の電子優待券 

（10,000円のご利用につき 1,000 円分としてご利用可能な電子優待券５枚） 

②５年以上継続保有の株主様

2026年３月 31日時点において、５年以上継続して当社株式を保有されている株主様に対し、

保有株式数に応じて以下のとおり贈呈いたします。 

保有株式数 贈呈内容 

100株以上 500株未満 1,000円分（電子優待券１枚） 

500株以上 5,000 株未満 5,000円分（電子優待券５枚） 

※5,000 株以上保有かつ５年以上継続保有の株主様には、合計 10,000円分の電子優待券を贈呈い

たします。
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※「５年以上継続保有」とは、2026年３月 31日付の当社株主名簿に、同一の株主番号で５年以上

継続して記載または記録されている株主様（３月 31日付及び９月 30日付の株主名簿に 11回以

上連続して同一株主番号で記載または記録されている株主様）といいます。 

 

※婚姻または転居により株主名簿上の記載内容が変更され、株主番号が変更となった場合であって

も、所定のお手続きをいただくことにより長期保有優遇制度の対象となる場合がございます。詳

細につきましては、当社の株式名簿管理人である三井住友信託銀行証券代行部（TEL：0120-782-

031 平日９:00～17:00）までお問い合わせください。 

 

（３）贈呈の時期および方法 

本記念特別株主優待は、2026年６月以降、三井住友信託銀行が提供するスマートフォンアプリ

「株主パスポート®」を通じて電子的に付与する予定です。環境負荷の低減および利便性向上の観点

から、紙による優待券の発行・発送は行わず、株主パスポートによる電子配布のみといたします。 

ご利用方法等の詳細につきましては、別途ご案内いたします。 

 

当社は、株主の皆様との中長期的な関係を重視し、継続して保有いただける魅力ある株主還元施策の充実

に努めてまいります。 
 

以上 


